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市民の主体的・創造的活動が多くの出会いを生み、本市の個性豊かな文化の発信へと通じるよう、

文化施設の充実とその活用、また、スポーツ・レクリエーション施設の整備など文化・芸術、スポー

ツに親しむ機会の拡充に努め、新しい地域文化の創造を図ります。

また、幅広い分野で国際交流に取り組んでいくとともに、国際交流から国際協力へとい

う流れを踏まえ、本市に立地した国際関係機関等との連携など、人、もの、情報の交流ネットワーク

の強化を促進します。

Ⅰ 個性豊かな新しい千葉文化を創造する

●地域文化の創造
●文化施設の充実と活用
●文化財・伝統文化の保存と活用

Ⅱ スポーツ・レクリエーション活動を振興する

●スポーツ・レクリエーション活動の推進
●スポーツ・レクリエーション施設の整備

Ⅲ 国際化を推進する

●国際交流・協力活動の推進
●外国人市民と共に生きる地域社会の形成
●国際活動の拠点の形成とネットワークの強化

様々な交流から
新しい文化を創造する

様 な々交流から新しい文化を創造する

第 部７
各　論
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第7部　様々な交流から新しい文化を創造する

ライフスタイルの多様化、自由時間の増大な

どに伴って、ゆとりやうるおい、さらには生き

がいなどが求められています。

このため、文化活動への参加やオペラ鑑賞な

ど、優れた文化の享受に対する市民の期待と要

望はますます高まってきています。

市民が真に豊かな生活を享受し、実感するた

めには、歴史や風土、自然、伝統を基盤とし、

これを継承しながら魅力あふれる文化の振興を

図ることが大切です。

また、個性豊かな新しい千葉文化を創造する

ためには市民や企業、教育機関等、そして行政

が相互に緊密な連携を図りながら、それぞれの

役割分担のもとで自覚と責任をもって積極的か

つ主体的に文化振興に取り組むことが求められ

ています。

現況と課題�現況と課題�
このため、市民自らが優れた文化を享受し、

創造する主体であるとの基本的な認識に立っ

て、文化活動と交流の中心的役割を果たすとと

もに、一人ひとりが文化の担い手として自主的

な文化活動を通じて新しい千葉文化の創造に努

めることが必要です。

また、企業や教育機関等は、自らも地域社会

を構成する一員としての立場に立って文化活動

を推進するとともに、人材、資金等の面から文

化活動を積極的に支援していくことが期待され

ます。

さらに、行政は、市民の文化活動や交流、そ

してネットワークづくりを支援、促進し、人材

の育成や活動の場などの条件の整備を進めると

ともに、市民、企業、そして教育機関等との協

働体制を作り上げるほか、行政自らの文化化の

ための努力が必要です。

個性豊かな新しい千葉文化を
創造するⅠ

千葉市美術館ベイサイドジャズフェスティバル



市民を主体として、企業や教育機関等が協働

し、個性豊かな新しい千葉文化の創造を図ります。

また、市民の文化に対する関心を広げるとと

もに、文化活動を支援し、活性化を図ります。

市民による練習、創作、発表、鑑賞、交流な

どの文化事業の展開を進めるため、指導的・専

門的人材を確保し、子どもたちを含む新しい千

葉文化を担う人材や伝統文化を継承する人材の

育成に努めます。

市民が文化を学び、楽しみ、創造できる文化

活動の場を整備します。拠点としての中核的文

化施設や、日常的な文化活動のニーズに応える

特色ある活動の場を整備します。

また、千葉市にはフレッシュな国際感覚を持

ち、新しい情報媒体による世界への発信と交流

に関心を抱く若い市民も多いことから、市民、

企業、行政等の文化情報を広く提供するととも

に、インターネットなどを活用し、世界に向け

て千葉文化の発信を行い、国際的な文化交流を

推進します。

基本方針�
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各　論

【地域文化の創造】
芸術・文化鑑賞活動の促進や、千葉文化を担

う人材の育成や伝統文化の掘り起こしを行うな

ど市民の文化に対する関心を広げます。

市民や文化団体の文化活動への支援やボラン

ティア活動等の市民公益活動、※企業メセナ活

動の促進など、市民文化活動の活性化を図り

ます。

文化活動を推進する人材や民俗芸能などの伝

統文化の継承者養成など、指導的・専門的人材

の育成を図ります。

芸術文化奨励制度の創設や独創性の高い芸術

文化の創造活動への支援などにより、芸術家の

発掘と育成・支援を図ります。

文化情報ネットワークの整備を進め、市民へ

の最新の文化情報の提供など広報・PR活動の

充実と活用を図ります。また、国内他自治体や

国際的な文化交流の促進など交流機会の提供を

図ります。

施策の展開�

青少年ミュージカル
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第7部　様々な交流から新しい文化を創造する

【文化施設の充実と活用】
市民が優れた舞台芸術を気軽に鑑賞できる機

会を提供するため、市民会館の改修を進めると

ともに、文化活動の拠点となる中核的な文化施

設を整備します。

また、芸術家が集い、創作し、活動する場づ

くりや千葉文化を発信する世界的なイベントの

開催を図ります。

市民の日常的な活動・発表・鑑賞の場とし

て、各区に地域の特性を活かした文化施設整備

を進めるとともに、民間施設の積極的な活用を

図ります。

次代を担う青少年の創造性をはぐくむため、

地球と宇宙の係わりや科学的な体験学習がで

き、芸術と科学の融合に配慮した科学館建設を

推進します。

近現代の伝統的な生活文化の保存と伝承を図

るため、体験学習が可能な民俗博物館建設を推

進します。また、「縄文の森」の中心となる加

曽利貝塚博物館の機能をさらに充実させた貝塚

総合博物館の建設を推進し、併せて、郷土博物

館を改修します。

【文化財・伝統文化の保存と活用】
市内に伝わる郷土芸能や伝統行事などを保

存・継承するとともに、史跡等の貴重な文化財

を保存し、学習の場・憩いの場として整備する

など、その活用を図ります。

また、地域の民俗資料・郷土資料・古民家な

どの歴史的遺産を調査・保全し活用を図りま

す。

加曽利貝塚復元住居

御茶屋御殿跡

文化センター
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市民の生涯にわたるスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を振興し、市民ニーズに応えたスポー

ツ活動や健康・体力づくりが手軽に行える環境

整備に努めるとともに、スポーツ団体や指導者

の養成を図ります。

市民がそれぞれの目的に応じて、スポーツ・

レクリエーションに親しめるよう、身近で日常

的な施設から国際大会などの「みるスポーツ」

にも対応できる施設まで、目的に応じた様々な

施設整備を推進します。

基本方針�

自由時間の増大、生活水準の向上、ライフス

タイルの個性化など、個人を取り巻く環境の変

化を背景に、市民のスポーツ・レクリエーショ

ンに対する要望は高まってきています。

本市は、平成7年11月に「千葉市生涯スポー

ツマスタープラン」を策定し、「活力あるスポ

ーツ交流都市」を目指し、スポーツ・レクリエ

ーション活動の振興と施設整備を進めてきまし

たが、今後も、市民一人ひとりが生涯にわたり

スポーツに親しみ、活発な交流が行われる環境

づくりが必要です。また、県都として大規模な

スポーツイベントの誘致や開催なども求められ

ています。

現況と課題�現況と課題�

スポーツ・レクリエーション
活動を振興するⅡ

各　論

国際千葉駅伝
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第7部　様々な交流から新しい文化を創造する

【スポーツ・レクリエーション活動の推進】
市民が生涯にわたって、スポーツ・レクリエ

ーション活動に親しめる環境づくりを目指し、

地区におけるスポーツ活動を推進するととも

に、指導者の養成や仲間づくりを支援します。

また、市民ニーズに即した各種スポーツ教室

の開催やスポーツ情報の提供及びマリンスポー

ツやクロスカントリーなど、地域の特性や地域

に根づいたスポーツの普及を推進します。

各種スポーツ団体の育成や、市民ニーズに応

じた多様なスポーツ大会の開催及び幅広いスポ

ーツを通じた交流を推進します。

また、市民のスポーツへの関心をより一層高

め、理解を深められるよう、国際的、全国的な

規模のスポーツイベントの誘致・開催に努め

ます。

市民の健康・体力づくりや競技力向上のた

め、体力測定・トレーニング指導を実施すると

ともに、スポーツ相談窓口の充実に努めます。

また、より効果的な医科学的スポーツ指導方法

の提供と啓発を推進します。

施策の展開�

【スポーツ・レクリエーション施設の整備】
市民の日常的なスポーツ活動の場としての近

隣スポーツ施設や各区スポーツ施設から全国大

会・国際大会にも対応できる広域スポーツ施設

まで、体系的な施設整備を推進するとともに、

スポーツ施設の効率的な管理運営に努めます。

泉自然公園、昭和の森といった広大な緑の空

間や長い海岸線に恵まれており、市民が日常的

に活用できるサイクリング道路や親水性を活か

したレクリエーションの場などの整備に努める

とともに、市域外の施設の整備など、自由時間

を活かしたゆとりある生活の増進に努めます。

スポーツレクリエーション大会

ポートアリーナ
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市民や民間等との連携や協力のもと、世界と

多彩な国際交流を深めるとともに、「地球市民」

として世界の人々との共生を図るため、対等な

パートナーシップに基づく国際協力を進め、世

界の平和と発展に貢献します。

外国人市民と共に生きる地域社会づくりを目

指し、外国人市民施策の一層の充実を図るとと

もに、市政への意見反映の拡大や地域社会への

参加の促進を図ります。

本市の立地特性を活かし、人、もの、情報等

が交流する国際活動の拠点づくりを進めるとと

もに、これら拠点のネットワークの強化を図り

ます。

基本方針�

本市は、世界に開かれた千葉港を擁するとと

もに、成田空港に近接しており、海外との交流

機会を飛躍的に高めた幕張メッセなどによっ

て、近年外国人市民も増加しつつあります。

国際関係の緊密化や相互依存の深まりによ

り、国際都市・千葉市への期待が高まっています。

このため、幅広い分野で国際交流に取り組ん

でいくとともに、国際社会の一員として、国際

交流から国際協力へという流れをふまえ、市民

や※NGO等との連携や協力のもとに、環境問題

など様々なニーズにこたえるため、国際協力に

取り組んでいく必要があります。

また、国内外から人々が集い、多彩な交流を

通して、個性豊かな新たな文化が生まれる魅力

あるまちを目指すことも必要です。

そのためには、世界に通用する文化を提供し、

創造する場など、人、もの、情報が交流する国

際活動の拠点づくりやネットワークの強化が求

められます。

現況と課題�現況と課題�

国際化を推進するⅢ

各　論

国際ふれあいフェスティバル

餅つき大会（国際交流グリーンハウス）
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第7部　様々な交流から新しい文化を創造する

【国際交流・協力活動の推進】
市民や市民団体等をはじめとした民間等との

連携や協力のもとに多彩な国際交流を推進し、

相互交流・相互理解を深めるとともに、友好親

善を促進します。

また、経済の国際化に対応するため、地域特

性を活かした経済交流の促進に努めます。

従来から姉妹・友好都市等との交流を通じて

海外の自治体との間に友好関係を築いてきたこ

とを踏まえ、今後とも共生の精神と対等なパー

トナーシップに基づいた国際協力を進めます。

多彩な国際交流・協力を推進するため、市民

団体等の活動に対する援助、海外派遣、物資供

給等に活用する国際交流基金を創設します。

地元の大学・研究所や企業等との連携をとり

ながら、研修生・留学生の受け入れ、人的交流

や共同研究等を充実させ、母国や地域の中核を

担うべき人材として、長期的視点に立った人づ

くりに協力します。

（財）千葉市国際交流協会の活動の充実を図

り、市民・※NPO・※NGO等の国際交流・協力

活動への参加を一層促進します。

また、国際的視野を持つ職員の養成や人材ネ

ットワークの形成を図ります。

施策の展開�
【外国人市民と共に生きる地域社会の形成】
外国人市民が、働き、活動しやすい都市づく

りを進めるとともに、住民として共生すること

ができる地域社会の形成を目指し、保健・医

療・福祉、住宅、防災、教育などの分野におい

て、一層の充実に努めます。

加えて、外国人市民に向けての情報の提供や

相談機能の充実を図るとともに、外国人市民や

海外からの来葉者との交流機会の拡大、外国人

指導者の積極的な活用等を通じて、相互理解の

推進を図ります。

また、多彩な学習機会の提供を通じ、国際理

解を深める教育を推進します。

【国際活動の拠点の形成とネットワークの強化】
国際都市にふさわしい魅力あるまちづくりに

努めるとともに、各種の国際会議や国際スポー

ツ競技大会等各種イベントの誘致、開催を一層

促進し、情報発信機能の強化を図ります。

日本貿易振興会アジア経済研究所等との連携

や外資系企業の立地促進等に努め、世界に開か

れた先端的な未来型国際業務都市機能の充実を

図ります。

市民の国際交流・協力や外国人への情報サー

ビスの拠点として多様な役割を担う本格的な国

際交流拠点施設の整備を進めるとともに、生涯

学習や文化活動の拠点施設とのネットワーク化

を図ります。

市民の国際活動の拠点づくりを進め、拠点や

活動主体相互のネットワークの形成に努め、国、

国際組織及び他の自治体等との連携を深めるこ

とにより、地域からの国際交流・協力活動をよ

り一層活発にします。
日本貿易振興会アジア経済研究所
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